
事業系ごみに関するお知らせ

２０２５年（令和７年）４月１日から
事業系廃棄物のうち弁当がら等

プラスチック製容器の受入を開始します

＜お問い合わせ先＞
大津市環境部廃棄物減量推進課
℡：077-528-2802・2860

事業所において従業員等が自ら消費し、食べ残しや調味料等
の汚れが付着した弁当がら等（プラスチック製容器）であって、
家庭廃棄物と同一性状のものについては、事業系一般廃棄物
として、市のごみ処理施設へ搬入することができます。


